
【厚生労働大臣の定める注射剤】

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組み換え活性型血液凝固第Ⅶ因子
製剤、遺伝子組み換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製
剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤(活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液
凝固因子抗体迂回活性複合体を含む)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺
刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、
自己連続携行式腹膜灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアル
ファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブトルファノール製剤、ブプレノルフィン製
剤、塩酸モルヒネ製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、
人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI2製剤、
エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、クエン
酸フェンタニル製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム製剤、リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤、メタスルホ安息香酸デキサメタゾ
ンナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤及び
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤

院外処方で使用できる薬剤
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